
 

茨城県土浦市において給油所を運営する石油製品小売業者に対する警告等について 

 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ７ 日 

公 正 取 引 委 員 会  

 

公正取引委員会は、茨城県土浦市において給油所を運営する三愛リテールサービス株

式会社（以下「三愛リテールサービス」という。）に対し、本日、後記第１のとおり、

警告を行った。 

本件は、三愛リテールサービスが、独占禁止法第１９条（同法第２条第９項第３号（不

当廉売））の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。 

 

第１ 警告について 

１ 警告の相手方 

法 人 番 号 9010001043154 

名 称 三愛リテールサービス株式会社 

所 在 地 東京都品川区東大井五丁目２２番５号 

代 表 者 代表取締役 片野 次朗 

給 油 所 オブリステーション木田余西台給油所 

 

２ 警告の概要 

⑴ 三愛リテールサービスは、茨城県土浦市に所在する前記１の「給油所」欄記載

の給油所において、令和５年１月３１日から同年３月７日までの３６日間、レギ

ュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して

供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の

事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。 

⑵ 前記⑴の行為は、独占禁止法第１９条（同法第２条第９項第３号（不当廉売））

の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、三愛リテールサー

ビスに対し、今後、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。 

 

第２ 注意について 

   前記第１の２⑴の期間等において、茨城県土浦市において三愛リテールサービス

に対抗・追随した価格でレギュラーガソリンを供給し、不当廉売につながるおそれ

がある行為を行っていた石油製品小売業者４社（６給油所）に対し、注意を行った。 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局公正競争監視室 

電話 ０３－３５８１－２５０８（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 
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